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者に対する速やかな被害回復措置を求める
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議員提出議案第２号 

　最高裁判決に基づき、全ての生活保護利用者に対する 

　速やかな被害回復措置を求める意見書について 

　上記の案件を別紙のとおり、広陵町議会会議規則第１３条の規定により提出

します。 

　令和８年３月２５日提出 

  提出者　広陵町議会議員　八　尾　春　雄 

　賛成者　      同      　山　田　美津代 
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　最高裁判決に基づき、全ての生活保護利用者に対する 

　速やかな被害回復措置を求める意見書 

　平成２５年から同２７年まで、生活保護基準のうち生活費の部分に当たる生活扶助基

準が平均６．５％、最大１０％引き下げられた（以下、「本件引き下げ」という）。本件

引き下げについて２９都道府県で、１，０２７人の原告が取り消しを求めて提訴したと

ころ令和７年６月２７日、最高裁判所が厚生労働大臣の判断は 裁量権の範囲の逸脱また

はその濫用があり違法であるとして、本件引き下げを理由とする保護変更決定処分を取

り消す判決を言い渡した。 

　この最高裁判決を受け、違法状態を全面的に解消することが必要であり、原告のみな

らず全ての受給者や他制度にも波及した影響も含め、国は速やかに被害回復措置を取る

ことが求められる。 

　生活保護利用者の多くは、高齢者や障がい者及び母子世帯などの所得の低い方々で構

成されており、暮らしや命に大きな影響を与える。また、生活扶助基準は就学援助など

の諸制度とも連動しており、本件引き下げに伴いこれらの制度の対象者にも影響が生じ

たと考えられることから、その実態を把握し必要な対応を図ることが重要である。 

　よって、最高裁判決の趣旨を踏まえ、すべての生活保護利用者が安心して生活できる

よう原告を含む全受給世帯に被害の回復措置を早急に講じることを強く求める。  

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

　令和８年３月２５日 

 奈良県広陵町議会議長　谷　禎一 

 内閣総理大臣　高市　早苗　様 

　財務大臣　片山　さつき　様 

　厚生労働大臣　上野　賢一郎 様 
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